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はじめに  

  「チョイソコとよあけ」は、豊明市民のお出かけをより良いものとするため

に、既存の公共交通機関を生かしつつ、オンデマンド型の乗合交通(※１)とい

う新たな交通モードの導入により次の二つの政策課題を解決することを目的

として実証実験を行う。 

１つ目の政策課題は、身体的な事情等でお出かけしにくい高齢者や障がい者

の方への積極的な外出支援である。そのような方に対し、病院、買物など生活

や健康増進に必要な店舗等へ、お出かけ目的と移動手段をセットで確保するこ

とで積極的な外出支援を促し、かつ自家用車の運転や家族送迎に頼らない暮ら

しを創出することについて検証する。 

２つ目政策課題は、効率のよい公共交通網の形成である。2018 年度に策

定した豊明市地域公共交通網形成計画（以下「網形成計画」という。）の基本

方針及びネットワーク形成方針に基づく効率のよい公共交通網を形成するた

め、支線的な役割（フィーダー）を検証する。 

これら２つの課題については、網形成計画においても、個別課題として整理

している一方で、その具体的な解決策や事業提案までは明記していない。 

よって、この実証実験により、持続可能な公共交通としての機能性をしっか

りと検討し、上記政策課題に資する結果が出た場合においては、網形成計画に

おいて、豊明市の公共交通網の一部としてチョイソコとよあけを位置づけるこ

ととする。 

※１ 利用者の事前予約に応じ、運行経路やスケジュールを合わせて運行する交通 
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 第１章 高齢者や障がい者の方の積極的な外出支援（福祉施策）  

豊明市では、６５歳以上の割合は増加傾向にある。また、多くの人が自動車を利用し

ているが、年齢を重ねるとともに運転に不安を感じる人が増えており、運転免許証の自

主返納数も増えている。このような高齢者や障がい者などお出かけに不自由を感じてい

る人たちに対して、チョイソコとよあけが日常生活における移動手段として機能し得る

ものであるか検証を行う。 

１ 会員条件  

 

 

 

 

 

 

 

 

・市内在住とは、会員登録時点で豊明市に居住している者とし、なお、会員が市外に転

出した場合には、その時点で会員登録を抹消するものとする。 

・６５歳以上の者とは、会員登録時点で年齢が６５歳以上の者をいう。 

・障がい者とは、会員登録時点で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者（第２章においても同様。）をいう。 

・介助が必要な会員は、介助者を同行できるものとする。なお、介助者は、第１章及び

第２章に規定する会員条件を満たさなくてもよいものとする。 

・会員条件の確認は、市が住民情報等をもとに行うものとする。 

チョイソコとよあけは、登録会員（登録方法については P.1６参照）が利用でき

るサービスとし、会員となる条件は、以下の「高齢者・障がい者会員」のすべて

に該当する者とする。 

「高齢者・障がい者会員」 

(１) 自力で予約並びに停留所まで移動及び乗降することができる者 

※ 介助者の同行により乗降できる場合は利用可。 

※ 車いすでの利用は不可。 

(２) 次のいずれかに該当する者 

(ア)市内在住の６５歳以上の者 

(イ)市内在住の障がい者 
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２ 停留所 

 

 

 

 

 

(１)住宅地停留所 

・住宅地停留所とは、交通不便地域の任意の場所に設置する停留所で、地域住民の

利便性とチョイソコとよあけの運行効率及び安全性を考慮し、地域住民との合意

のもと設置した停留所をいう。 

・交通不便地域とは、網形成計画に基づく地域路線検討地域、ひまわりバス路線撤

退地域、または、地形の高低差によりバス停までの移動が困難であったり、道路

が狭隘でバスの進入が困難であるなど、地理的要因によって路線バスやひまわり

バスの利用が不便な地域とし、第３期運行計画においては、下記行政区及び町内

会を交通不便地域とする。 

・交通不便地域の範囲は、行政区（町内会）単位で設定する。 

▼表１ 第３期運行計画における住宅地停留所が設定可能な交通不便地域 

沓掛エリア 仙人塚・間米エリア 

東沓掛区全域 
（若王子、薮田、上高根、下高根、小所、中川

及び切山台町内会） 

前後区の一部 
（前後ニュータウン及び前後北町内会） 

西沓掛区全域 
（山新田、山田、徳田、本郷、宿、寺内、荒井、

ひかり台団地及び大同町内会） 

西区全域 
（仙人塚東、仙人塚西、競馬場東、前後西及び

敷田町内会） 

 
間米区全域 
（鶴根、榎山、間米、西鶴根及び榎山町内会） 

・網形成計画に位置づけられた地域路線の具体的な運行形態としてチョイソコとよ

あけが選定された場合、地域公共交通会議の承認を経たうえで、当該地域を新た

な交通不便地域として追加する。 

 

 

豊明市内にチョイソコとよあけの乗降できる場所として、下記のとおり停留所を

設置する。なお、停留所以外での乗降は、不可とする。 

(１) 住宅地停留所 

(２) 事業者停留所 

(３) 公共施設停留所 
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▼表２ 沓掛エリア住宅地停留所 

 

 

 

 

 

 

 

▼表３ 仙人塚・間米エリア住宅地停留所 
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▼図１ 市内の住宅地停留所 
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(２)事業者停留所 

・事業者停留所とは、チョイソコとよあけに協賛いただける豊明市内または市外のうち市境か

ら 500ｍ以内に存在する事業者施設に設置する停留所とする。 

・チョイソコとよあけへの協賛は、協会、組合等団体での協賛も可とし、その団体に加入し

ている事業者施設に停留所が設置できるものとする。 

▼表４ 事業者停留所 
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▼図２ 市内の事業者停留所 
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(３)公共施設停留所 

・公共施設停留所とは、市内公共施設のうち、下記施設とする。 

▼表５ 公共施設停留所 

 

 

 

▼図３ 市内の公共施設停留所 
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・各停留所には、チョイソコとよあけの停留所であることを示す掲示物等を任意の場所に設置す

ることとし、一般的なバス停で利用される標柱は、基本的に利用しない。 

▼図４ 市内のチョイソコとよあけ停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

３ 移動ルール 

 

 

 

 

 

 

・実証実験においては、高齢者及び障がい者の日常生活における移動手段としての機

能及び既存公共交通への影響を検証するため、住宅地停留所、事業者停留所、公共

施設停留所間の移動ができるものとする。 

・住宅地停留所間については、沓掛エリア及び仙人塚・間米エリア内に限り移動がで

きるものとする。 

・沓掛エリア内の停留所（住宅地、事業者）と市南西部の事業者停留所間の移動につ

いては、チョイソコとよあけの運行効率を考慮し、スギ薬局二村台店または豊明市

役所においてチョイソコとよあけ車両同士の乗り継ぎを行う。 

・沓掛エリア内の停留所（住宅地、事業者）と前後駅周辺の事業者停留所間の移動に

ついては、既存公共交通の利用促進及びチョイソコとよあけの運行効率を考慮し、

スギ薬局二村台店または豊明市役所において「チョイソコとよあけ－名鉄バス」間

の乗り換えを行う。 

・名鉄バスの豊明団地線及び吉池団地線の路線と重複する移動については、チョイソ

コとよあけ予約受付時に名鉄バスの利用を案内し、チョイソコとよあけは受け付け

ない。 

【名鉄バス案内区間の例】 

× 前後駅周辺の事業者停留所 ⇔ センター前周辺の事業者停留所（豊明団地線） 

  × 前後駅周辺の事業者停留所 ⇔ 豊明市役所及び周辺の事業者停留所（吉池団地線） 

利用者は、住宅地停留所、事業者停留所、公共施設停留所の各停留所間の移動が

できるものとする。ただし、住宅地停留所間の移動は同一エリア内のみに限る。

なお、既存公共交通の利用促進及びチョイソコとよあけの運行効率を考慮し、一

部の移動については、以下の停留所で「チョイソコとよあけ－名鉄バス」間の乗

り換えを行うものとする。 

○ 乗り継ぎ・乗り換え停留所 

  「スギ薬局二村台店」 「豊明市役所」 

また、名鉄バスの豊明団地線及び吉池団地線の路線と重複する移動については名

鉄バスの利用を案内し、チョイソコとよあけは受け付けない。 
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▼図５ チョイソコとよあけの移動ルール 
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 第２章 交通不便地域における地域路線（公共交通施策）  

網形成計画では路線バスやひまわりバスを補完する役割として、地域路線を位置付け

ている。地域路線は、地域が主体となって、各地域の移動ニーズに応じた運行方式を検

討し、地域と行政が連携して運行することとしている。 

チョイソコとよあけが地域路線の一つの形として、効率のよい公共交通網を形成する

ための支線的機能を有するものであるか検証を行う。 

 

１ 会員条件  

 

 

 

 

 

 

・交通不便地域に住むとは、会員登録時点で交通不便地域に居住している者とする。

なお、会員が当該地域外に転出した場合には、その時点で会員登録を抹消するもの

とする。なお、交通不便地域とは、第１章における定義と同様とする。 

・６５歳未満の者とは、会員登録時点で年齢が６５歳未満の者をいう。なお、当該会

員が６５歳となった場合は、第１章に規定する高齢者・障がい者会員に規定を適用

するものとする。 

・中学生以下の者については、保護者の同意のもと会員登録を行うものとする。 

・小学生以下の利用については、保護者が利用予約を行うことを基本とする。 

・会員条件の確認は、市が住民情報等をもとに行うものとする。 

 

 

 

チョイソコとよあけの会員となる条件に、第１章で定める「高齢者・障がい者会

員」のほか、以下の「交通不便地域会員」のすべてに該当する者とする。 

「交通不便地域会員」 

(１)市内交通不便地域に在住の者 

 (２)６５歳未満の者 

 (３)障がい者以外の者 
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２ 停留所 

 

 

 

 

 

・停留所は、第１章で定めた停留所と同じものとする。 

▼図６ 交通不便地域会員が利用できる停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「交通不便地域会員」によりチョイソコとよあけの会員となった者が乗降できる

場所は、下記の停留所とする。なお、停留所以外での乗降は、不可とする。 

(１) 住宅地停留所 

(２) 公共施設停留所 
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３ 移動ルール 

 

 

 

・「交通不便地域会員」によりチョイソコとよあけの会員となった者は、住宅地停留所

と公共施設停留所間の移動ができるものとする。これにより、公共施設停留所から

名鉄バスやひまわりバスに乗り継ぎ、市の中心部への移動を確保する。 

・住宅地停留所間については、沓掛エリア及び仙人塚・間米エリア内に限り移動がで

きるものとする。 

 【公共施設停留所における平日のバス接続状況】 

(1) 豊明市役所  名鉄バス前後行      ３０本/日 

       名鉄バス赤池行       ４本/日 

       ひまわりバス前後行    １６本/日 

            ひまわりバス藤田医科大行 １０本/日 

            ひまわりバス豊明行     ８本/日 

(2) 図書館    名鉄バス前後行     １０７本/日 

                 名鉄バス豊明市役所行   ２５本/日 

                 名鉄バス藤田医科大行   ７３本/日 

(3) 文化会館   ひまわりバス豊明市役所行  ９本/日 

       ひまわりバス藤田医科大行 １０本/日 

       ひまわりバス前後行     ８本/日 

(4) 体育館    ひまわりバス豊明市役所行  ９本/日 

          ひまわりバス藤田医科大行  ６本/日 

 

 

「交通不便地域会員」によりチョイソコとよあけの会員となった者は、住宅地停

留所と公共施設停留所間の移動を行うことができるものとする。ただし、住宅地

停留所間の移動は同一エリア内のみに限る。 
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第３章 チョイソコとよあけ運行に関する事項  

 

 

 

・運行計画は、次のことを定めることとする。 

（１） 実証実験期間 

（２） 利用者の会員条件に関わる事項 

（３） 停留所の設置 

（４） 運行日、運行時間 

（５） 運賃 

（６） 予約及び乗降のルール 

（７） 車両 

（８） 運行事業者 

（９） 実証実験結果の検証方法 

（10） 次期計画等の策定 

 

 

 

 

・実証実験は、道路運送法第２１条第２項に基づく乗合旅客運送（区域運行とし、区

域は豊明市全域）とする。道路運送法第２１条第２項に基づく実証実験の申請期間

としては、２０１９年１０月１日から２０１９年１２月２７日までを第３期として

行う。 

・第４期以降の運行については、公共交通会議において、道路運送法第２１条第２項

による実証実験の延長（運行内容変更による実証実験も含む。）、道路運送法第４条

による本格運行、別の運行形態の導入等を協議し、それに基づく運行計画を策定し、

空白期間を設けず継続的に運行するものとする。 

チョイソコとよあけの実証実験にあたり、運行計画を策定し、当該計画に基づき

実施することとする。 

チョイソコとよあけの第３期実証実験期間は、20１９年１０月１日（火）から

20１９年１２月２７日（金）までとする。以降の運行については、公共交通会議

で協議のうえ、次期運行計画を定めることとする。 
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・運行日は、下記を除く日とする。 

（１）土曜日及び日曜日 

（２）祝日 

（３）その他、天候条件や災害など安全な運行に支障がある日 

（４）年末年始、夏季休暇等、運行事業者が別に定めた日 

・運行時間は、交通事情等によりやむを得ない場合を除き、運行日の午前９時から午

後４時までとする。  

 

 

・運賃は、一乗車につき一人２００円（消費税及び地方消費税を含む。）の定額制と

し、利用者は乗車時に当該運賃を支払うものとする。 

・障がい者、介助者、交通不便地域に住む中学生以下等、ひまわりバスでは無料とな

っている者も、チョイソコとよあけにおいては、２００円の運賃とする。 

 

 

・第１章又は第２章に規定する会員になるためには、会員登録をしなければならない。 

・会員登録を希望する者は、別に定める会員登録申込書に必要事項を記入し、アイシ

ン精機株式会社チョイソコ事業部に送付するものとする。 

・アイシン精機チョイソコ事業部は、会員登録申込書を受理した場合は、速やかに申

込書の内容を審査し、会員条件を満たしている場合には、チョイソコとよあけ会員

証を発行し、申込者に郵送するものとする。 

・会員は、チョイソコとよあけ会員証が届き次第、チョイソコとよあけを利用できる

ものとする。 

運行日は、平日とする。 

また、運行時間は、午前 9 時から午後 4 時までとする。 

運賃は、一乗車につき一人２００円の定額とする。 

チョイソコとよあけの会員になるためには、会員登録をしなければならない。 
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・利用者がチョイソコとよあけを利用する場合は、電話にて乗降場所、希望時間を申

し込むものとし、予約が成立した場合に乗降できるものとする。なお、予約内容以

外の乗降はできないものとする。 

・予約は、アイシン精機株式会社チョイソコ事業部で受けるものとする。 

・予約は、利用希望日時の２週間前から１５分前までとし、受付時間は、平日の午前

８時３０分から午後４時までとする。 

 

 

 

 

・運行事業者は、宝交通株式会社とし、当該運行事業者に市から車両２台（１０人乗

りハイエースグランドキャビン）を無償貸与する。 

・運行事業者は、当該車両２台を用いて道路運送法第２１条第２項の規定に基づき、

有償による乗合旅客運送を行う。 

・本実験終了後において、引き続き実験を行う場合又は道路運送法第４条の規定に基

づき本格的に運行する場合においても、チョイソコとよあけで使用する車両は３台

を上限とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証実験は、市が調達する車両２台を運行事業者に貸与し実施する。なお、実

証実験後に本格的に運行する場合においても、車両 3 台を上限とする。 

チョイソコとよあけの利用は、電話での予約によるものとし、予約内容以外で

の乗降はできないものとする。 
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・実証実験を行うにあたり、実験結果を評価検証し、以降の運行計画案を検討すると

ともに公共交通全体の活性化策を協議するため、豊明市地域公共交通会議の分科会

としてチョイソコ部会を設置する。 

・チョイソコ部会は、会長が指名した職員、市内公共交通事業者の各代表、愛知運輸

支局の代表、愛知県バス協会の代表、名古屋タクシー協会の代表、学識経験者で組

織し、オブザーバーとしてチョイソコ運行事業者（宝交通株式会社、アイシン精機

株式会社、株式会社スギ薬局のチョイソコ運行にかかる関係者をいう。）を加える。 

・チョイソコ部会の事務局は、豊明市に置く。 

・チョイソコ部会は、実験結果の検証又は運行計画の検討以外においても、部会の会

員の求めに応じて開催することができる。 

・チョイソコ部会は、検証結果をもとにチョイソコとよあけの運行計画案を作り、豊

明市地域公共交通会議に協議事項として提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・実証実験の運行は、豊明市地域公共交通会議で協議し、当該会議において認められ

た計画で、道路運送法第２１条第２項、道路運送法施行規則第１９条の規定による

許可申請を行う。 

・上記申請に係る事項以外については、実証実験期間においても、部会の会員、チョ

イソコ運行事業者の求めに応じ、運行内容の修正についてチョイソコ部会において

協議することができる。 

・停留所の増設・変更及び廃止が生じた場合には、毎月初めに協賛企業を取りまとめ、

翌月の協賛企業数を確定し、チョイソコ部会員へ確認のうえ、速やかに公共交通会

議委員へ報告する。 

実証実験を行うにあたり、実験結果を検証し、次期以降の運行計画を検討するた

め、豊明市地域公共交通会議に分科会としてチョイソコ部会を設置する。 

実証実験期間中においても、部会の会員、チョイソコの運行事業者等の求めに

応じ、運行内容の修正について協議するためにチョイソコ部会を開催すること

ができるものとする。ただし、運行内容を修正する場合においても、客観的事

実に基づいたものによる修正とし、地域公共交通会議にて承認を受けるものと

する。 
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・検証は、チョイソコとよあけの利用状況、名鉄バス・タクシーの利用状況、利用登

録者アンケート等を用いて行う。 

・検証結果を基にそれ以降の運行計画（第４期の運行計画の修正も含む。）案を策定

し、豊明市地域公共交通会議に諮るものとする。 

【３月間のローリングにより実施】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３期の実証実験を終了する 2019 年１２月２７日までのデータを用いて第４

期の運行中にチョイソコ部会において検証を行う。検証結果を基にそれ以降の運

行計画案を策定し、豊明市地域公共交通会議に諮るものとする。 

2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9 2019.10 2019.11 2019.12 2020.1 2020.2 2020.3

第１期

第２期
公共交通会議

第３期
チョイソコ部会

公共交通会議

第４期
チョイソコ部会

公共交通会議

実証運行

実証運行21条申請

実証運行21条申請

実証運行21条申請
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 第４章 公共交通の役割分担  

（１）名鉄バス 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ひまわりバス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）チョイソコとよあけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市間幹線、広域幹線及び市内幹線は、各路線の機能を維持します。 

＜網形成計画上の位置づけ＞ 

名鉄前後駅・藤田医科大学病院・豊明市役所の市内の各拠点に直線的に 

利用者を大量輸送する。 

＜名鉄バスの役割＞ 

拠点連絡路線は、豊明市役所周辺地区の商業施設、名鉄前後駅、藤田医 

科大学病院といった市内の各拠点及び主要施設と、人口密集地を密に循 

環する路線とします。 

名鉄前後駅・藤田医科大学病院・豊明市役所の市内主要施設（公共交通 

結節点）と住宅密集地をシンプルな路線で循環し、市民等を輸送する。 

＜ひまわりバスの役割＞ 

課題として挙げられている「④わかりやすく誰もが利用しやすい公共交 

通サービスの提供」、「⑤地域特性に応じた移動ニーズへの対応と公共交 

通維持の仕組みづくり」を解決する新たなる交通モードの検証 

（地域公共交通網における新たな機能分類の追加を検討） 

バス停まで歩いていけない高齢者のお出かけ支援、拠点以外の生活に必 

要となる買い物や病院等への輸送としての役割、交通不便地域の住民の 

交通結節点等への輸送の役割の２つを担い、日中においてオンデマンド 

で当該輸送を行う。 

＜チョイソコとよあけの役割＞ 

＜網形成計画上の位置づけ＞ 

＜網形成計画上の位置づけ＞ 
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（４）タクシー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（目標） 

各公共交通が連携して、「公共交通が人と人とをつなぐし

あわせのまち」を目指す。 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別の移動ニーズに柔軟に対応するとともに、その他の公共交通が運行 

していない地域や時間帯における移動ニーズに対応します。 

名鉄バス、ひまわりバス、チョイソコとよあけで対応できない空間的・ 

時間的（２４時間、市内全域、ドアツードア）なきめ細かいサービスを 

提供する。 

＜タクシーの役割＞ 

＜網形成計画上の位置づけ＞ 
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 第５章 チョイソコとよあけの運行及び検証に関係するデータ  

（１）ひまわりバスに期待する運行形態（網形成計画：市民アンケート） 

 

 
 

 

 

 

 

 

（２）豊明市内のバス路線に求めるサービス（網形成計画：市民アンケート） 

 
 
 

 

 

 

 

 

（３）運転免許証を返納しようと思う年齢（網形成計画：市民アンケート）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.1

37.9

11.5

37.3

13.5

11.5

9.4

12.0

0 10 20 30 40 50 60

市内の各地域と駅を接続し、駅へ行きやすくすること

市内の各地域と主要施設を接続し、主要施設へ行きやすくすること

隣接市町を走るバスと接続し、市外へ行きやすくすること

市内をくまなく回り、市内のどこからでもバスが利用できること

利用が多いところを効率的に結び、そこではバスが便利に利用できること

決まった路線を決まった時間に走っていること

事前に予約をすると、自宅近くまで迎えに来てくれること

無回答

（%）市計 (n=1387)

※複数回答

チョイソコが担えるか 

16.6

40.0

21.4

6.4

27.2

1.3

15.5

30.2

3.1

8.6

13.9

0 10 20 30 40 50

所要時間は長くなっても、自宅や目的地の近くにきめ細かくバス停を設置してほしい

各地域から鉄道駅や市内の主要施設へ、短い所要時間で結んでほしい

乗り継ぎをすることで市内各地に行けるようにしてほしい

長大な路線にして、乗り継ぎをなくしてほしい

運賃を高くしても、運行本数を増やしてほしい

運行本数を減らし、運賃を安くしてほしい

現在よりも朝早くから運行してほしい

現在よりも夜遅くまで運行してほしい

予約をしてでも、自宅や目的地の近くまで迎えに来てほしい

その他

無回答

（%）バス利用者計(n=453)

※複数回答

チョイソコが担えるか 

1.6

2.1

0.4

3.9

2.7

3.8

1.1

3.2

2.0

3.8

3.3

2.6

17.2

17.5

16.3

12.9

13.7

14.4

13.9

20.0

13.3

18.2

15.6

18.0

20.2

17.4

21.8

20.0

21.6

22.8

23.8

15.0

54.5

20.4

25.8

26.8

32.1

28.6

33.7

29.6

30.7

26.3

35.0

27.3

29.4

14.8

8.7

8.7

14.3

7.4

8.8

13.9

8.8

8.3

10.4

2.3

2.2

2.7

2.0

3.2

4.0

3.0

2.5

1.7

2.6

18.0

20.2

16.3

17.0

18.9

16.8

12.9

15.0

21.7

17.2

1.6

1.1

3.4

1.6

1.0

1.7

1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豊明 (n=128)

栄 (n=183)

中央 (n=184)

沓掛 (n=147)

大宮 (n=95)

三崎 (n=125)

舘 (n=101)

双峰 (n=80)

唐竹 (n=60)

不明 (n=11)

市計 (n=1114)

６０歳頃 ６５歳頃 ７０歳頃 ７５歳頃 ８０歳頃

８５歳頃 ９０歳頃 既に返納した 返納しない 無回答

名鉄バス 

ひまわりバス 
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（４）運転免許証を返納した後に利用したい又は利用している主な移動手段（網形成計画：市民アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）普段外出しない方、できない方の理由（網形成計画：市民アンケート） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

（６）ひまわりバスを利用するための条件（網形成計画：市民アンケート） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

42.9

48.3

35.5

17.9

49.4

30.4

39.1

33.8

45.7

72.7

37.9

30.5

26.6

30.9

41.0

27.3

37.3

27.6

51.5

34.8

9.1

33.0

6.7

2.1

7.9

4.3

6.5

8.8

9.2

2.9

2.2

9.1

5.8

6.7

6.3

16.4

15.4

6.5

11.8

4.6

1.5

6.5

9.3

3.8

7.7

4.6

4.3

5.2

5.9

11.5

5.9

8.7

6.1

7.6

7.7

2.6

14.5

2.6

5.9

5.7

1.5

5.9

0.7

1.3

1.7

1.3

1.5

2.2

0.9

1.9

0.7

0.7

0.9

1.3

2.3

1.5

9.1

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

豊明 (n=105)

栄 (n=143)

中央 (n=152)

沓掛 (n=117)

大宮 (n=77)

三崎 (n=102)

舘 (n=87)

双峰 (n=68)

唐竹 (n=46)

不明 (n=11)

市計 (n=908)

鉄道 バス タクシー 自転車

徒歩 家族の送迎 その他 無回答

17.8

26.7

23.8

38.6

13.9

0 20 40 60 80

自動車が利用できないから

公共交通が不便だから

心身的な要因により外出が困難だから

外出する用事がないから

その他

（％）市計 (n=101)

※複数回答

26.0

5.9

2.7

9.7

1.3

24.0

18.1

18.0

5.2

1.7

4.0

8.8

1.0

0.8

6.2

45.6

0 10 20 30 40 50 60

運行本数が多ければ利用する

始発時間が早く、終発時間が遅ければ利用する

遅延が無ければ利用する

鉄道や他のバスとの乗り継ぎ時間が合えば利用する

車内が空いていれば利用する

自宅や目的地などから最寄りバス停まで近ければ利用する

行きたい施設を経由する路線があれば利用する

目的地まで最短ルートで運行されれば利用する

予約すると自宅や目的地まで迎えに来てくれれば利用する

バス停にベンチや屋根が整備されれば利用する

運賃の割引制度があれば利用する

バスのダイヤやルートなどの情報がわかれば利用する

車いすでも気軽に乗れる環境があれば利用する

杖やカート（押し車）でも気軽に乗れる環境があれば利用する

その他

無回答

（%）市計 (n=1102)

※複数回答

チョイソコが担えるか 

交通不便地域の足をチョイソコで 

バス停まで行けない人をチョイソコで 

お出かけの目的づくりをチョイソコで 
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（７）タクシーを利用する頻度（網形成計画：市民アンケート） 

 
 

 

 

 

 

 

（８）タクシーを利用する理由（網形成計画：市民アンケート） 

 
 

 

 

 

 

 

（９）日常の買い物や通院等に使う交通手段（Ｈ29 高齢者福祉計画アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

0.6

0.1

0.6

0.8

1.3

1.2

1.8

0.6

5.4

1.1

5.7

4.5

7.8

4.7

8.8

9.7

6.6

7.7

8.1

5.9

6.8

35.0

34.2

31.7

22.1

32.5

38.3

34.4

33.7

16.2

29.4

31.7

56.7

59.3

57.8

70.3

56.1

50.0

54.9

56.7

67.6

47.1

58.5

1.9

1.2

1.3

1.2

0.9

0.6

4.1

1.9

2.7

17.6

1.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

豊明 (n=157)

栄 (n=243)

中央 (n=230)

沓掛 (n=172)

大宮 (n=114)

三崎 (n=154)

舘 (n=122)

双峰 (n=104)

唐竹 (n=74)

不明 (n=17)

市計 (n=1387)

ほぼ毎日 週に数日程度 月に数日程度 年に数日程度 利用していない 無回答

16.4

17.3

18.7

31.1

15.1

18.2

10.7

30.0

13.1

2.7

0 10 20 30 40 50

電車の始発前・終発後だったから

バスの始発前・終発後だったから

電車やバスでは行けなかったから

飲酒していたから

体調不良だったから

急いでいたから

暑かった・寒かったから

荷物があって大変だったから

その他

無回答

（%）市計 (n=550)

※複数回答
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（10）高齢者の外出回数（Ｈ29 高齢者福祉計画アンケート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）交通不便エリア人口（平成 30 年 10 月 1 日現在） 

 行政区 人口 ６５歳以上 備 考 

１ 

前後区 

（仙人塚） 
1,392 297 

坂道が多く道路も狭いため、バスが入るこ

とのできない地区 

西区 2,383 664 
ひまわりバス停がある地区もあるが、坂道

が多く使えない人が多い。 

間米区 2,023 522 
ひまわりバス停がある地区もあるが、坂道

が多く使えない人が多い。 

２ 

東沓掛区 2,492 798 
昨年度委員会において地域路線を検討し

た結果チョイソコを試験導入決定 

西沓掛区 3,516 1,035 
今年度各町内会において地域路線を検討

した結果チョイソコを試験導入決定 
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（12）公共交通に対する満足度（網形成計画：市民アンケート） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5

10.3

6.5

4.7

10.5

14.3

14.8

13.5

18.9

23.5

11.6

35.7

40.3

31.3

11.0

36.0

35.1

27.9

48.1

41.9

17.6

33.0

27.4

28.8

37.4

32.0

28.9

29.9

34.4

26.9

23.0

35.3

30.7

12.1

13.6

17.8

45.9

19.3

16.2

15.6

9.6

10.8

5.9

18.5

6.4

7.0

7.0

6.4

5.3

4.5

7.4

1.9

5.4

17.6

6.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

豊明 (n=157)

栄 (n=243)

中央 (n=230)

沓掛 (n=172)

大宮 (n=114)

三崎 (n=154)

舘 (n=122)

双峰 (n=104)

唐竹 (n=74)

不明 (n=17)

市計 (n=1387)

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

大久伝 

東・西沓掛 

仙人塚・間米・西 

定時定路線検討中 



27 
 

 第６章 実証実験の検証項目  

チョイソコ部会において、次の表の項目について検証を行う。なお、必要に応じて検

証内容・検証方法を変更し、チョイソコとよあけのより良い運行計画案の策定及び豊明

市の公共交通の活性化につながるための施策を検討する。 

項目 検証内容 検証方法 

チョイソコ利用者 

・1 日あたりの利用者数 

・時間別利用者数 

・ＯＤデータ 

・登録者のうち未利用者数 

・予約不成立状況 

・名鉄バス路線案内による誘導 

 成立数 

・フィーダー利用状況 

・乗合率 

・リピート率 

・帰りの移動手段 

・目的創出による利用状況の変動 

チョイソコ利用者データ 

公共交通利用者の増減 

・利用満足度 

・自家用車依存度 

・他の公共交通の利用頻度の増減 

・以前の主な移動手段 

・免許返納状況 

・利用をやめた人の理由 

チョイソコアンケート 

・既存交通事業者の日中の利用 

者数の増減 

可能な範囲での既存事業

者利用者データ 

チョイソコ利用者の外出

頻度及び健康状況 

・お出かけ頻度の変化 

・健康状況の変化 

チョイソコ（高齢者）ア

ンケート 

チョイソコの事業継続性 ・安定的な運営 
可能な範囲での運賃収

入・協賛金等の状況 

 

 


